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		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		このページはまだ校正されていません
本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの（刑事事件に関するものを除く。）について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他手とみなす。

３　地方裁判所は、第一項の規定に基づいて取り扱うべき事件で、旧地方裁判所の権限に属していたものについては、裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）の規定によれば地方裁判所の権限に属しない事項についても、裁判権を有する。

第十三条　琉球政府の家庭裁判所（以下この章において「旧家庭裁判所」という。）において沖縄法令によりした事件の受理その他手続（刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。）は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした受験の受理その他の手続とみなす。

第十四条　旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続（刑事事件に関するものを除く。）は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他手続とみなす。

第十五条　第十一条第一項及び第四項の規定は琉球列島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。

２　前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

（琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置）

第十六条　この法律施行前に琉球政府の裁判所（以下この章において「旧裁判所」という。）又は琉球列島米国民政府の裁判所（以下この章において「民政府の裁判所」という。）にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類（刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。）で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、第十条から前条までの規定に基づいて事件を取り扱うべき裁判所にあてたものとみなす。














「https://ja.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Act_on_Special_Measures_Incidental_to_Reversion_of_Okinawa.pdf/8&oldid=201262」から取得


		カテゴリ: 	未校正




	





	案内メニュー

	
		

	
		個人用ツール
	

	
		
			ログインしていません
	トーク
	投稿記録
	アカウント作成
	ログイン


		
	



		
			

	
		名前空間
	

	
		
			前のページ
	次のページ
	ページ
	議論
	画像
	目録


		
	



			

	
	
		日本語
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		表示
	

	
		
			閲覧
	編集
	履歴表示


		
	



			

	
	
		その他
	
	
		
		

		
	



			

	検索

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		案内
	

	
		
			メインページ
	井戸端
	最近の更新
	おまかせ表示
	ヘルプ
	寄付


		
	



	

	
		ツール
	

	
		
			リンク元
	関連ページの更新状況
	ファイルをアップロード
	特別ページ
	この版への固定リンク
	ページ情報
	このページを引用
	短縮URLを取得する
	QRコードをダウンロード


		
	




	
		印刷/書き出し
	

	
		
			印刷用バージョン
	EPUBをダウンロード
	MOBIをダウンロード
	PDFをダウンロード
	その他のファイル形式


		
	



	

	
		他言語版
	

	
		
		

		

	










		 このページの最終更新日時は 2023年2月18日 (土) 15:34 です。
	テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。
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